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(57)【要約】
　　【課題】検査液中の分散剤および蛍光磁粉の濃度を
簡単な方法で同時に測定でき、かつそれら濃度を瞬時か
つ高精度に測定可能とした、測定精度および作業性を向
上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃
度の測定方法および測定装置を提供する。
　　【解決手段】被検査体の磁化した金属の表面に、少
なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合してなる検査液を
接触させ、表面の傷部に蛍光磁粉を集合および付着させ
ることによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験
に用いる検査液の成分濃度の測定方法および測定装置で
は、検査液を透明な測定具３に導入し、光源４の光を、
測定具３の一側方から検査液に照射して得られた透過光
および励起して発光した可視光を用い、透過光を検出す
る紫外線検出器５の検出値に基づいて、分散剤の濃度を
測定するとともに、励起して発光した可視光を検出する
蛍光輝度検出器６の検出値に基づいて、蛍光磁粉の濃度
を測定する。
　　【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合してなる検
査液を接触させ、前記表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合および付着させることによって、
前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検査液の成分濃度測定方法であっ
て、
　該成分濃度測定方法は、前記検査液を透明な測定具に導入し、光源の光を、前記測定具
の一側方から前記検査液に照射して得られた透過光および励起して発光した可視光を用い
、前記透過光を検出する検出器の検出値に基づいて、前記蛍光磁粉の濃度を測定するとと
もに、
　前記励起して発光した可視光を検出する検出器の検出値に基づいて、前記分散剤の濃度
を測定することを特徴とする湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項２】
　前記光源は、紫外線ＬＥＤランプであることを特徴とする、請求項１に記載の湿式蛍光
磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項３】
　前記透過光を検出する検出器は、紫外線検出器であるとともに、前記可視光を検出する
検出器は、蛍光輝度検出器であることを特徴とする、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷
試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項４】
　前記紫外線検出器は、前記測定具を挟んで前記光源の対向位置に設置することを特徴と
する、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項５】
　前記蛍光輝度検出器は、前記測定具の周囲であって、前記測定具の正面中心位置から、
前記光源による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内に設置したことを特徴と
する、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項６】
　被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合してなる検
査液を接触させ、前記金属表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合および付着させることによっ
て、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検査液の成分濃度測定装置で
あって、
　該成分濃度測定装置は、前記検査液を導入する測定具と、
　該測定具内の前記検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、
　前記紫外線照射により前記検査液から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、
　前記紫外線照射により前記検査液から得られた励起して発光した可視光を検出する蛍光
輝度検出器と、
　前記紫外線検出器および前記蛍光輝度検出器の各検出値に基づいて、それぞれ前記蛍光
磁粉の濃度および前記分散剤の濃度を算出する情報処理部と、
を備えることを特徴とする湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
【請求項７】
　前記測定具は、フッ素樹脂からなることを特徴とする、請求項６に記載の湿式蛍光磁粉
探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
【請求項８】
　前記測定具は、暗箱体内に設置するとともに、前記紫外線ＬＥＤランプと、前記紫外線
検出器と、前記蛍光輝度検出器とは、前記暗箱体内に備えることを特徴とする、請求項６
に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
【請求項９】
　少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯留する検査液タンクと、
　該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、前記検査液タンク内に
還流させる移送手段と、
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　該移送手段内の前記検査液を、被検査体の磁化した金属の表面に接触させて、前記表面
の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉探傷試験装置であって、
　前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求項６～８に記載の成分濃度測
定装置を備え、前記移送手段が、前記探傷部に前記検査液を圧送する試験用配管であって
、該試験用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続したことを特徴とする湿式
蛍光磁粉探傷試験装置。
【請求項１０】
　少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯留する検査液タンクと、
　該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、前記検査液タンク内に
還流させる移送手段と、
　該移送手段内の前記検査液を、被検査体の磁化した金属の表面に接触させて、前記表面
の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉探傷試験装置であって、
　前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求項６～８に記載の成分濃度測
定装置を備え、前記移送手段が、前記検査液タンク内に接続した測定用配管であって、該
測定用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続したことを特徴とする湿式蛍光
磁粉探傷試験装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合
してなる検査液を接触させ、表面の傷部に蛍光磁粉を集合および付着させることによって
、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液に関し、より詳細には、検査液に
おける成分濃度の測定方法および測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　湿式蛍光磁粉探傷試験は、ＪＩＳ－Ｚ－２３２０に規格化されたもので、湿式蛍光磁粉
探傷試験装置において、自動車のシャフトなどの鋼製部品や、ビレットなどの鋼材である
被検査体を磁化し、それら金属表面にヒビなどの傷部を有する場合には、その傷部に生じ
させた磁極に、磁粉などからなる検査液を付着させて傷部を探傷する、例えば特許文献１
～２に記載のような周知の非破壊検査法である。本試験に用いる検査液は、例えば、蛍光
磁粉や分散材、防錆材などの各成分を所定の濃度で混合させたものであり、検査液タンク
内からポンプで取出し、被検査体に接触させて探傷試験を行った検査液は、検査液タンク
に戻された後、再度探傷試験に使用して、循環利用されている。そして、従来、この検査
液の濃度は、一般的に、検査液タンク内などにおいてよく撹拌して、混濁させた検査液を
沈殿管にサンプリングし、３０分間静置させた後、沈殿管底部に沈殿した沈殿物の容積を
求めることで、蛍光磁粉の濃度（含有量）として測定していた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１０９４２４号公報
【特許文献２】特開２００７－３０３８２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、上記のような湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法では
、サンプリングの状況により、濃度測定値にばらつきを生じる問題があった。そのため、
例えば、擬似欠陥に付着した蛍光体の明るさを指針として測定する方法（特開平７－１１
３７８７）や、その明るさをＣＣＤで読み取り、画像処理することで測定する方法（特開
２００９－７５０９８）が提案されているが、擬似欠陥を有した試験片の磁化状態や検査
液の散布状態などにより測定結果のばらつきは避けられない。また、上述したサンプリン
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グ操作は煩わしく、作業性が悪いという問題もあった。
【０００５】
　さらに、上述してきた検査液の成分濃度の測定方法では、蛍光磁粉の濃度しか測定する
ことができない。ところで、検査液中における蛍光磁粉の濃度は、探傷の視認性を左右す
るとともに、分散剤の濃度は、検査液の被検査体への濡れ性を左右する。分散剤の評価方
法としては、特開平８－１２８９９３に開示した、表面あらさ標準片の標準面と透明板体
の一面とが所要間隔を置いて対面している状態で固定し、当該両面が垂直になる姿勢で設
置した測定装置にて、その下端部を試料に浸漬して前記間隔を毛細管現象によって上昇す
る試料の上昇値を測定し、当該測定値によって当該検査液中の分散剤の濡れ性を評価する
ものがあるが、分散剤自体の濃度を測定するものではなく、また、分散剤の評価のためだ
けに別途測定装置を設けなければならず、コスト高となるとともに作業効率が悪いという
問題もあった。
【０００６】
　従って、この発明の目的は、検査液中の分散剤および蛍光磁粉の濃度を簡単な方法で同
時に測定でき、かつそれら濃度を瞬時かつ高精度に測定可能とした、測定精度および作業
性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法および測定装
置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　このため、請求項１に記載の発明は、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍
光磁粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、前記表面の傷部に前記蛍光磁粉を
集合および付着させることによって、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる
前記検査液の成分濃度測定方法であって、該成分濃度測定方法は、前記検査液を透明な測
定具に導入し、光源の光を、前記測定具の一側方から前記検査液に照射して得られた透過
光および励起して発光した可視光を用い、前記透過光を検出する検出器の検出値に基づい
て、前記蛍光磁粉の濃度を測定するとともに、前記励起して発光した可視光を検出する検
出器の検出値に基づいて、前記分散剤の濃度を測定することを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定方法において、前記光源は、紫外線ＬＥＤランプであることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定方法において、前記透過光を検出する検出器は、紫外線検出器であるとともに
、前記可視光を検出する検出器は、蛍光輝度検出器であることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定方法において、前記紫外線検出器は、前記測定具を挟んで前記光源の対向位置
に設置することを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定方法において、前記蛍光輝度検出器は、前記測定具の周囲であって、前記測定
具の正面中心位置から、前記光源による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内
に設置したことを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、
分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、前記金属表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合お
よび付着させることによって、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検
査液の成分濃度測定装置であって、該成分濃度測定装置は、前記検査液を導入する測定具
と、該測定具内の前記検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、前記紫外
線照射により前記検査液から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、前記紫外線照射
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により前記検査液から得られた励起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器と、前
記紫外線検出器および前記蛍光輝度検出器の各検出値に基づいて、それぞれ前記蛍光磁粉
の濃度および前記分散剤の濃度を算出する情報処理部とを備えることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、請求項６に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定装置において、前記測定具は、フッ素樹脂からなることを特徴とする。
【００１４】
　請求項８に記載の発明は、請求項６に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定装置において、前記測定具は、暗箱体内に設置するとともに、前記紫外線ＬＥ
Ｄランプと、前記紫外線検出器と、前記蛍光輝度検出器とは、前記暗箱体内に備えること
を特徴とする。
【００１５】
　請求項９に記載の発明は、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯
留する検査液タンクと、該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、
前記検査液タンク内に還流させる移送手段と、該移送手段内の前記検査液を、被検査体の
磁化した金属の表面に接触させて、前記表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍
光磁粉探傷試験装置であって、前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求
項６～８に記載の成分濃度測定装置を備え、前記移送手段が、前記探傷部に前記検査液を
圧送する試験用配管であって、該試験用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接
続したことを特徴とする。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明は、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を
貯留する検査液タンクと、該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに
、前記検査液タンク内に還流させる移送手段と、該移送手段内の前記検査液を、被検査体
の磁化した金属の表面に接触させて、前記表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式
蛍光磁粉探傷試験装置であって、前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請
求項６～８に記載の成分濃度測定装置を備え、前記移送手段が、前記検査液タンク内に接
続した測定用配管であって、該測定用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続
したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載の発明によれば、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁
粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、表面の傷部に蛍光磁粉を集合および付
着させることによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度
測定方法であって、この成分濃度測定方法は、検査液を透明な測定具に導入し、光源の光
を、測定具の一側方から検査液に照射して得られた透過光および励起して発光した可視光
を用い、透過光を検出する検出器の検出値に基づいて、蛍光磁粉の濃度を測定するととも
に、励起して発光した可視光を検出する検出器の検出値に基づいて、分散剤の濃度を測定
するので、従来では測定できなかった検査液中における分散剤の濃度を容易に測定するこ
とができる。
【００１８】
　さらには、この検査液中の分散剤および蛍光磁粉の濃度を、光学的方法を用いた簡単な
構成で同時に測定でき、それら濃度を瞬時かつ高精度に測定することができる。従って、
測定精度および作業性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測
定方法を提供することができる。
【００１９】
　請求項２に記載の発明によれば、光源は、紫外線ＬＥＤランプであるので、検査液に吸
光および励起発光させる光源ランプの使用寿命が長くなり、コストダウンを図ることがで
きる。従って、生産性を向上させた、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の
測定方法を提供することができる。



(6) JP 2011-237227 A 2011.11.24

10

20

30

40

50

【００２０】
　請求項３に記載の発明によれば、透過光を検出する検出器は、紫外線検出器であるとと
もに、可視光を検出する検出器は、蛍光輝度検出器であるので、紫外線検出器による透過
度（吸光度）と蛍光磁粉濃度との相関関係および蛍光輝度検出器による蛍光輝度と分散剤
濃度との相関関係に基づいて、検査液中における蛍光磁粉および分散剤の濃度を正確かつ
簡単に測定することができる。従って、測定精度および作業性を向上させた湿式蛍光磁粉
探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法を提供することができる。
【００２１】
　請求項４に記載の発明によれば、紫外線検出器は、測定具を挟んで光源の対向位置に設
置するので、紫外線ＬＥＤランプから検査液に入射し、液中を略直進的に透過した紫外線
の透過光について、その検査液への吸光度を安定的に測定することができる。従って、簡
単な構成で測定精度を向上させた、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測
定方法を提供することができる。
【００２２】
　請求項５に記載の発明によれば、蛍光輝度検出器は、測定具の周囲であって、測定具の
正面中心位置から、光源による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内に設置し
たので、検査液の蛍光磁粉濃度に応じて蛍光輝度の値も上下することから、蛍光輝度検出
器を、蛍光磁粉濃度によらず、最も測定に適した位置もしくは、どの蛍光磁粉濃度におい
ても正確に蛍光輝度を測定可能とする位置に設置することができる。従って、測定精度を
向上させた、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法を提供すること
ができる。
【００２３】
　請求項６に記載の発明によれば、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁
粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、金属表面の傷部に蛍光磁粉を集合およ
び付着させることによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分
濃度測定装置であって、この成分濃度測定装置は、検査液を導入する測定具と、この測定
具内の検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、紫外線照射により検査液
から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、紫外線照射により検査液から得られた励
起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器と、紫外線検出器および蛍光輝度検出器
の各検出値に基づいて、それぞれ蛍光磁粉の濃度および分散剤の濃度を算出する情報処理
部とを備えるので、従来では測定できなかった検査液中における分散剤の濃度を、成分濃
度測定装置によって容易に測定できる。
【００２４】
　また、この成分濃度測定装置により、検査液中の分散剤および蛍光磁粉の濃度を同時お
よび瞬時、かつ高精度に測定することができる。さらに本成分濃度測定装置は、設置場所
を限定せず、探傷試験装置に組込んだり、成分濃度測定装置を測定ユニットとして携帯可
能とし、サンプリングした検査液の成分濃度を、任意の場所で測定することができる。従
って、測定精度および作業性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃
度の測定装置を提供することができる。
【００２５】
　請求項７に記載の発明によれば、測定具は、フッ素樹脂からなるので、摩擦係数が小さ
い測定具内面への検査液中の蛍光磁粉の付着を減らし、測定具内の清掃作業などメンテナ
ンス頻度を低下させるとともに、長期間安定した計測を行うことができる。従って、測定
精度および作業性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定装
置を提供することができる。
【００２６】
　請求項８に記載の発明によれば、測定具は、暗箱体内に設置するとともに、紫外線ＬＥ
Ｄランプと、紫外線検出器と、蛍光輝度検出器とは、暗箱体内に備えるので、暗室内にお
いて検査液への紫外線の透過光および蛍光輝度を正確に測定することができる。従って、
測定精度を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定装置を提供
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することができる。
【００２７】
　請求項９に記載の発明によれば、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査
液を貯留する検査液タンクと、この検査液タンク内の検査液を循環手段で取り出すととも
に、検査液タンク内に還流させる移送手段と、この移送手段内の検査液を、被検査体の磁
化した金属の表面に接触させて、表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉
探傷試験装置であって、移送手段は、検査液の成分濃度を測定する、請求項６～８に記載
の成分濃度測定装置を備え、移送手段が、探傷部に検査液を圧送する試験用配管であって
、この試験用配管に、成分濃度測定装置の測定具を接続したので、成分濃度測定装置が湿
式蛍光磁粉探傷試験装置と一体に構成され、従来のように検査液をサンプリングして探傷
試験装置とは別の場所で成分濃度測定を行う必要がない。
【００２８】
　つまり、検査液タンクから探傷部へ移送途中である検査液の成分濃度を、散布装置での
散布直前に探傷試験の一環としてオンラインで瞬時に測定することができる。従って、作
業性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験装置を提供することができる。
【００２９】
　請求項１０に記載の発明によれば、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検
査液を貯留する検査液タンクと、この検査液タンク内の検査液を循環手段で取り出すとと
もに、検査液タンク内に還流させる移送手段と、この移送手段内の検査液を、被検査体の
磁化した金属の表面に接触させて、表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁
粉探傷試験装置であって、移送手段は、検査液の成分濃度を測定する、請求項６～８に記
載の成分濃度測定装置を備え、移送手段が、検査液タンク内に接続した測定用配管であっ
て、この測定用配管に、成分濃度測定装置の測定具を接続したので、成分濃度測定装置が
湿式蛍光磁粉探傷試験装置と一体に構成され、従来のように検査液をサンプリングして探
傷試験装置とは別の場所で成分濃度測定を行う必要がない。
【００３０】
　つまり、検査液タンクから測定用配管を介して検査液タンクに循環途中である検査液の
成分濃度を、探傷試験の一環としてオンラインで瞬時に測定することができる。従って、
作業性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一例を示す、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置
を示す斜視図である。
【図２】成分濃度測定装置の平面図である。
【図３】成分濃度測定装置の正面図である。
【図４】測定具の一例を示す斜視図である。
【図５】測定具に対する光源および検出器の設置位置を示す測定具周辺の正面模式図であ
る。
【図６】成分濃度測定装置のブロック制御図である。
【図７】検査液の撹拌手段を備える成分濃度測定装置の一例を示した平面図である。
【図８】湿式蛍光磁粉探傷試験装置の一例を示した全体模式図である。
【図９】探傷部の拡大模式図である。
【図１０】湿式蛍光磁粉探傷試験装置に備える成分濃度測定装置の一例を示した斜視図で
ある。
【図１１】測定用配管に成分濃度測定装置を取付けた例を示す、湿式蛍光磁粉探傷試験装
置の全体模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、図面を参照しつつ、この発明を実施するための最良の形態について詳述する。図
１は本発明の一例を示した、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置を



(8) JP 2011-237227 A 2011.11.24

10

20

30

40

示す斜視図、図２は成分濃度測定装置の平面図、図３は成分濃度測定装置の正面図である
。
【００３３】
　まず、周知のとおり湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液は、蛍光磁粉と、分散剤と、
必要に応じて防錆剤とを混合させてなるものである。そして、それら成分の詳細は、例え
ば上述した特開２００９－１０９４２４号公報や、特開２００９－１０９４２４号公報な
どに記載されているように、まず蛍光磁粉としては、例えば、市販の磁粉（四三酸化鉄粒
子や純鉄粒子などの導磁性粒子に酢酸セルローズ系合成樹脂やビニルブチラール系合成樹
脂などの合成樹脂バインダーを用いてルモゲンイエロー５０７９０：商品名：ＢＡＳＦ社
製やフエスタＡ：商品名：Ｓｗａｄａ社製などの蛍光顔料を付着させてなるメジアン径３
～70μm：体積基準分布表示－以下、同じ－で真比重２～５g／cm3の粉末；以下「蛍光磁
粉」という）を用いることができる。
【００３４】
　また、分散剤は、例えば、ポリオキシアルキレンアリルフェニルエーテル型非イオン系
界面活性剤および陰イオン活性剤を用いることができる。なお、防錆剤としては、例えば
亜硝酸ナトリウムなどを用いることができる。なお、蛍光磁粉や分散剤、防錆剤は上述し
た成分に限定されない。
【００３５】
　そして、湿式蛍光磁粉探傷試験では、上記のような成分で調製した検査液を、自動車の
シャフトなどの鋼製部品や、ビレットなどの鋼材である被検査体に接触させ、当該被検査
体の表面傷部（検査物の表面乃至表面近傍に存在する微細なワレやピンホール）に当該検
査液に分散している当該磁粉を集合させて形成した磁粉模様によって表面傷部を探傷する
周知の技術である。
【００３６】
　この検査液の成分濃度は、探傷試験の精度に影響を及ぼすものであり、上述したように
、特に、検査液中における蛍光磁粉の濃度は、探傷の視認性を左右するとともに、分散剤
の濃度は、検査液の被検査体への濡れ性を左右するものであり、被検査体に応じて、各検
査液にはそれぞれ好ましい成分濃度を有するものである。
【００３７】
　このような検査液を用いて行なう、後述する湿式蛍光磁粉探傷試験装置において、検査
液タンク内からポンプで取出し、被検査体に接触させて探傷試験を行った検査液は、検査
液タンクに戻された後、再度探傷試験に使用して循環利用されるため、その検査液の成分
濃度が刻々と変動することから、高精度で被検査体の探傷試験を行うには、検査液の成分
濃度を常時確認する必要性がある。
【００３８】
　そこで、本願発明者は、検査液中の各成分濃度が、照射光による吸光度や照度に関係す
ることに着目し、検査液中の分散剤および蛍光磁粉の濃度を簡単な方法で同時に測定でき
、かつそれら濃度を瞬時かつ高精度に測定可能とした、測定精度および作業性を向上させ
た湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法および測定装置を開発した
。
【００３９】
　まず、蛍光磁粉は、紫外線を照射されることにより、その蛍光顔料などの蛍光物質が励
起して発光するため、この発光した可視光を蛍光輝度（照度）として周知の蛍光輝度検出
器（蛍光輝度検出器）により検出することで、蛍光磁粉の存在を確認することができる。
そこで、蛍光磁粉の濃度を変えて作成した各検査液（水中に蛍光磁粉および分散剤を混合
させて作成）に光源から紫外線を照射して、それら蛍光輝度を蛍光輝度検出器で検出する
と、下表（表１）のような関係が得られた。
【００４０】
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【表１】

　
　測定条件
　蛍光磁粉：ＬＹ－２０（マークテック株式会社製）
　蛍光磁粉濃度（ｇ/Ｌ）：０、０．２、０．３、０．５、０．７５、１．０、１．２５
　　　　　　　　　　　　１．５、２．０
　分散剤：ＥＣ－４（マークテック株式会社製）
　分散剤濃度：０．５％
　測定具：フッ素加工チューブ（直径６ｍｍ）
　光源：汎用の紫外線ＬＥＤランプを使用
　蛍光輝度検出器：汎用の検出器を使用　測定具の正面中心位置から、光源による照射光
　　　　　　　　　の照射方向に対して４５度に位置に設置
【００４１】
　この表１に示すように、検査液中における蛍光磁粉濃度と、蛍光輝度との間には相関関
係があり、蛍光磁粉濃度の上昇により蛍光輝度も上昇することが分かった。従って、紫外
線を検査液に照射し、検査液から得られた可視光（励起して発光した可視光）を蛍光輝度
検出器により蛍光輝度として検出することで、上表などから得られた検量線に基づいて検
査液中の蛍光磁粉の濃度を算出することができる。
【００４２】
　次に、検査液に紫外線を照射すると、検査液に入射した紫外線は、検査液中を通過し、
入射方向とは逆方向から透過して液外に放射される。このとき、光のエネルギーは、透過
や反射によって伝達され、光の透過は通常、次式1のように吸光濃度として表される。
　吸光濃度＝－LOG10（放射光束／入射光束）・・・・・式1
　そこで、分散剤の濃度を変化させて作成した各検査液（水中に蛍光磁粉および分散剤を
混合させて作成）に光源から紫外線を照射し、これら検査液から放射された紫外線の透過
光を、周知の紫外線検出器により検出すると、下表（表２）のような関係が得られた。
【００４３】
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【表２】

　
　測定条件
　蛍光磁粉：ＬＹ－２０（マークテック株式会社製）
　蛍光磁粉濃度（ｇ/Ｌ）：０．５
　分散剤：ＥＣ－４（マークテック株式会社製）
　分散剤濃度（％）：０．５、１．０、１．５、２．０、３．０、４．０
　測定具：フッ素加工チューブ（直径６ｍｍ）
　光源：汎用の紫外線ＬＥＤランプを使用
　紫外線検出器：汎用の検出器を使用　測定具を挟んで光源と対向位置に設置
【００４４】
　この表２に示すように、検査液中における分散剤濃度と、紫外線吸光濃度との間には相
関関係があり、分散剤濃度の上昇により紫外線吸光濃度も上昇することが分かった。従っ
て、検査液に紫外線を照射し、この検査液から得られた紫外線の透過光を紫外線検出器に
より紫外線透過度として検出することで、表２などから得られた検量線に基づいて検査液
中の分散剤の濃度を算出することができる。
【００４５】
　なお、表２のように、分散剤の濃度を変化させて作成した各検査液に、表１と同様にし
て、光源から紫外線を照射し、蛍光輝度検出器でそれら蛍光輝度を測定したが、どの分散
剤濃度においても蛍光輝度に変化が見られないことから、分散剤濃度の測定には蛍光輝度
検出器を使用できないことが分かった。従って、上述したように、検査液中における蛍光
磁粉の濃度には蛍光輝度検出器を用い、分散剤の濃度には紫外線検出器を用いてそれぞれ
測定することとした。
【００４６】
　次に、これら検査液中における蛍光磁粉および分散剤の濃度を測定する装置について説
明する。図１は本発明の一例を示す、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測
定装置を示す斜視図、図２は成分濃度測定装置の平面図、図３は成分濃度測定装置の正面
図、図４は測定具の一例を示す斜視図、図５は測定具に対する光源および検出器の設置位
置を示す測定具周辺の正面模式図、図６は成分濃度測定装置のブロック制御図である。
【００４７】
　まず、検査液の成分濃度測定装置１としては、例えば、図１～３に示すように、暗箱２
と、この暗箱体２内に設置した測定具３と、さらには暗箱体２内に取付けられた光源４お
よび検出器５，６とから構成されるものである。以下の説明では、成分濃度測定装置１を
、設置場所を自由とし、後述する検査液タンク２２内からサンプリングした検査液の成分
濃度を測定できる測定装置ユニットとして説明する。
【００４８】
　まず、暗箱体２は、例えば、正面視略台形の形状（限定しない）を有し、材質は特に限
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定されないが、プラスチックなどの合成樹脂またはアルミなどの金属からなる、内部を暗
室とした箱材である。また、暗箱体２における正面および背面の中央近傍を結ぶ直線上に
は、円形（限定しない、後述する測定具３の外形に応じた形状とする）の穴部７が設けら
れている。さらに暗箱体２における天面の左右肩部には、左右の一方または双方（図例で
は双方）の外側端部を外方に向けて下降傾斜させた傾斜部８を形成する。なお、この暗箱
体２には、例えば図３に示すような把持部１６を天面などに設けてもよい。
【００４９】
　次に、測定具３は、図４に示すように、上述した暗箱体２の穴部７に貫設可能とし、暗
箱体２の前後方向に略等しい長さを有する、側面部が透明な円筒形状（限定しない）のも
のであり、その材質は、測定具３内面の摩擦係数を小さくできるフッ素樹脂から構成され
ている。なお、円筒部の直径は、例えば６ｍｍ程度（限定されない）とされる。なお、測
定具３の材質は上述したフッ素樹脂が好ましいが、測定具３内面の摩擦係数を小さくでき
る材質であれば適宜用いることができる。
【００５０】
　また、測定具３は、例えば、基端部（図４の手前側）は、本体から図示しない螺旋溝な
どで着脱自在とした鍔部９を備える蓋体１０を有しており、この蓋体１０および測定具３
の先端部１１（図４の奥側）に遮光板の貼付や着色などをすることにより、測定具３を暗
箱体２の穴部７に貫設設置した際に、暗箱体２内に周囲から光が入らないように遮光して
いる。
【００５１】
　次に、この暗箱体２の左右一方の側面（図１中では手前に示した左側面）中央近傍には
、光源４としての紫外線ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏｄｅ）ランプ１２
が暗箱体２の内側暗室内を照射方向として取付けられている。
【００５２】
　また、暗箱体２の左右他方の内側面（図１中では奥に示した右側面）中央近傍であって
、暗箱体２に装着した状態での測定具３を挟んだ紫外線ＬＥＤランプ１２の取付位置に対
向する位置には、紫外線検出器５が設置される。この紫外線検出器５では、紫外線ＬＥＤ
ランプ１２から照射され、測定具３内の検査液を通過して得られた紫外線の透過度が検出
される。なお、この紫外線検出器５は周知の技術であるため、詳細な説明は省略する。
【００５３】
　さらに、例えば、暗箱体２の紫外線ＬＥＤランプ１２が設置されている側（図１中では
手前に示した左上面傾斜）の傾斜部８における中央近傍の内面には、蛍光輝度検出器６が
取付けられる。この蛍光輝度検出器６では、紫外線を測定具３内の検査液に照射し、検査
液から得られた可視光（励起して発光した可視光）の蛍光輝度が検出される。なお、この
蛍光輝度検出器６も周知の技術であるため、詳細な説明は省略する。
【００５４】
　光源４および測定具３に対するこれら検出器５，６の設置位置は、図５に示すように、
まず、紫外線検出器５は、上述したように測定具３を介して紫外線ＬＥＤランプ１２の対
向位置に設置されるが、この紫外線ＬＥＤランプ１２の紫外線照射方向（測定具３内の検
査液中への入射方向）の延長線上から正負適宜角度範囲内であって、好ましくは延長線上
における暗箱体２の内側面に設置する。
【００５５】
　また、蛍光輝度検出器６は、紫外線ＬＥＤランプ１２側の測定具３の周囲であって、測
定具３の正面中心位置ｃから、紫外線ＬＥＤランプ１２による照射光の照射方向に対して
、正負９０度の範囲内であって、例えば４０度～５０度、好ましくは４５度となる暗箱体
２における傾斜部８内面に設置する。なお、蛍光輝度検出器６は、広範な濃度の蛍光磁粉
の蛍光輝度値を正確に測定し得る位置として、実験データに基づき、前記４５度が適切な
角度の１つとして挙げられる。
【００５６】
　また、上記正負９０度の範囲とあるのは、紫外線ＬＥＤランプ１２から照射される紫外
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線の照射中心線に対する、図５中における測定具３の上端および下端への照射角度が等し
く、正負どちらの角度位置に設置しても蛍光輝度検出器６から略等しい検出値が得られる
ためであり、本実施例では図５中の照射中心線の上側である＋４５度に設置した。
【００５７】
　さらに、図６に示すように、これら検出器５，６は、暗箱体２内に設置されたコントロ
ーラ１３内の情報処理部１４などに接続されており、この情報処理部１４には、上述した
表１～２のような蛍光輝度に対する蛍光磁粉濃度および紫外線吸光濃度に対する分散剤濃
度の検量線データを予め入力しておく。
【００５８】
　そして、このコントローラ１３は、例えば、暗箱体２の傾斜部８面上に設けた、蛍光磁
粉濃度や分散剤濃度を表示（デジタル表示など）させる、液晶などの表示パネルとしての
表示部１５に接続させる。なお、表示部１５は、暗箱体２以外に、暗箱体２とは別体の表
示装置や、後述する湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１内に設置してもよい。
【００５９】
　また、この成分濃度測定装置１には、検査液の撹拌手段を設置することができる。図７
は検査液の撹拌手段を備える成分濃度測定装置の一例を示した平面図である。この図７に
示すように、例えば、暗箱体２の背面側（装着させた測定具３の先端側）外側部には、駆
動モータ１６を設置する。この場合、測定具３の先端部には、モータ軸１７に嵌合可能と
する凹部１８が取付けられており、測定具３を暗箱体２に装着した際、凹部１８をモータ
軸１７に嵌合させ、駆動モータ１６の回転駆動によりモータ軸１７を介して測定具３が暗
箱体２の前後方向を軸芯として回転する。
【００６０】
　このような構成にすることで、検査液を装填し、暗箱体２に装着した測定具３を、駆動
モータ１６により回転させ、測定具３内の検査液を撹拌することにより、検査液中の成分
を検査液中でより均質に混合させて、それら濃度をより正確に測定することができる。な
お、撹拌手段は上述に限定されることなく、適宜周知の技術も用いてもよい。
【００６１】
　ここで、例えば、後述の湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１における後述する検査液タンク
２２内の検査液の成分濃度を測定したい場合には、まず、蓋体１０を脱着した測定具３内
にサンプリングした検査液を装填し、再び蓋体１０を取付けた測定具３を、暗箱体２の穴
部７に回転可能に貫設する。このとき、測定具３の先端部は、暗箱体２の背面の穴部７お
よびモータ軸１７に凹部１８を嵌合させることで、安定的に支持されるとともに、測定具
３の基端部は、蓋体１０の鍔部９が暗箱２正面板へのストッパーとなり、暗箱体２に測定
具３をずれることなく安定装着させることができる。
【００６２】
　そして、駆動モータ１６の動力により、モータ軸１７および凹部１８を介して測定具３
を回転させることで、測定具３内で撹拌されている検査液に、紫外線ＬＥＤランプ１２を
点灯させて紫外線を照射する。
【００６３】
　次いで、まず、検査液を透過した透過光である紫外線を紫外線吸光濃度として、紫外線
検出器５で検出し、その検出結果が情報処理部１４に送信されるとともに、検査液から得
られる、励起して発光した可視光を蛍光輝度として蛍光輝度検出器６で検出し、その検出
結果が情報処理部１４に送信される。
【００６４】
　そして、情報処理部１４は、上述した予め入力されている検量線データに基づいて、紫
外線吸光濃度の値から分散剤濃度および蛍光輝度の値から蛍光磁粉濃度を算出する。そし
て、コントローラ１３は、それら分散剤濃度および蛍光磁粉濃度を表示部１５に表示させ
る。
【００６５】
　従って、紫外線ＬＥＤランプ１２の照射から分散剤濃度および蛍光磁粉濃度を表示部１
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５に表示させるまで、その間わずか１秒にも満たない短時間で検査液の成分濃度を測定す
ることができ、しかも、検査液を撹拌させた状態で、その成分濃度を測定できるため、正
確な測定値を迅速に得ることができる。
【００６６】
　以上のような構成により、検査液を透明な測定具３に導入し、光源４である紫外線ＬＥ
Ｄランプ１２の光を、測定具３の一側方から検査液に照射して得られた透過光および励起
して発光した可視光を用い、透過光を検出する紫外線検出器５の検出値に基づいて、蛍光
磁粉の濃度を測定するとともに、可視光を検出する蛍光輝度検出器６の検出値に基づいて
、分散剤の濃度を測定するので、従来では測定できなかった検査液中における分散剤の濃
度を、光学的方法を用いた簡単な構成で同時に測定でき、かつそれら濃度を瞬時かつ高精
度に測定容易に測定することができる。
【００６７】
　また、光源４は、紫外線ＬＥＤランプ１２であるので、検査液に吸光および励起発光さ
せる光源ランプの使用寿命が長くなり、コストダウンを図ることができる。
【００６８】
　また、透過光を検出する検出器は、紫外線検出器５であるとともに、可視光を検出する
検出器は、蛍光輝度検出器６であるので、紫外線検出器５による透過度（吸光度）と蛍光
磁粉濃度との相関関係および蛍光輝度検出器６による蛍光輝度と分散剤濃度との相関関係
に基づいて、検査液中における蛍光磁粉および分散剤の各濃度を正確かつ簡単に測定する
ことができる。
【００６９】
　また、紫外線検出器５は、測定具３を挟んで光源４の対向位置に設置するので、紫外線
ＬＥＤランプ１２から検査液に入射し、液中を略直進的に透過した紫外線の透過光につい
て、その検査液への吸光度を安定的に測定することができる。
【００７０】
　また、蛍光輝度検出器６は、測定具３の周囲であって、測定具３の正面中心位置ｃから
、光源４による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内に設置したので、検査液
の蛍光磁粉濃度に応じて蛍光輝度の値も上下することから、蛍光輝度検出器を、蛍光磁粉
濃度によらず、最も測定に適した位置もしくは、どの蛍光磁粉濃度においても正確に蛍光
輝度を測定可能とする位置に設置することができる。
【００７１】
　また、測定具３は、フッ素樹脂からなるので、摩擦係数が小さい測定具内面への検査液
中の蛍光磁粉の付着を減らし、測定具３内の清掃作業などメンテナンス頻度を低下させる
とともに、長期間安定した計測を行うことができる。
【００７２】
　さらに、測定具３は、暗箱体２内に設置するとともに、紫外線ＬＥＤランプ１２と、紫
外線検出器５と、蛍光輝度検出器６とは、暗箱体２内に備えるので、暗室内において検査
液への紫外線の透過光および蛍光輝度を正確に測定することができる。
【００７３】
　そして、本成分濃度測定装置１は、設置場所を限定せず、成分濃度測定装置１を測定ユ
ニットとして携帯可能とし、サンプリングした検査液の成分濃度を、任意の場所で測定す
ることができる。なお、成分濃度測定装置１は、上述したような形状に限定されるもので
はない。
【００７４】
　上記成分濃度測定装置１は、上述した例のように、検査液タンク内からサンプリングし
た検査液の成分濃度を測定できる測定装置ユニットとして説明したが、この成分濃度測定
装置を湿式蛍光磁粉探傷試験装置内に組込んで検査液の濃度測定をすることができる。
【００７５】
　以下、図８は湿式蛍光磁粉探傷試験装置の一例を示した全体模式図、図９は探傷部の拡
大模式図、図１０は湿式蛍光磁粉探傷試験装置に備える成分濃度測定装置の一例を示した
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斜視図、図１１は測定用配管に成分濃度測定装置を取付けた湿式蛍光磁粉探傷試験装置の
全体模式図である。
【００７６】
　湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１（例えば、商品名：スーパーマグナなど、マークテック
株式会社製）は、図８に示すように、検査液を貯留する検査液タンク２２と、この検査液
タンク２２内の検査液を、ポンプなどの循環手段２３で取り出すとともに、検査液タンク
２１内に還流させる配管などの移送手段２４と、この移送手段２４内の検査液を、被検査
体の磁化した金属の表面に接触させて、表面の傷部の探傷を行う探傷部２５とから構成さ
れる。
【００７７】
　この探傷部２５は、図９に示すように、搬送ローラ２６ａを備え、ベルトコンベア２６
ｂ上の被検査体を搬送する搬送装置２６と、検査液タンク２１内から取出した検査液を被
検査体上に散布する散布装置２７（図示しないが、散布した検査液を回収して検査液タン
ク内に戻す循環装置を含む）と、貫通コイル２８ａおよびヨークコイル２８ｂなどからな
り、ベルトコンベア２６ｂ上の被検査体を磁化する磁化装置２８と、紫外線探傷灯２９ａ
（ブラックライト）を被検査体に照射して探傷を行う探傷装置２９（図示しないが、傷部
を検出するＣＣＤカメラなど画像処理装置を含む）とから構成される。
【００７８】
　なお、上述した湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１は、上述してきたように周知の技術であ
るため、それら詳細な説明は省略する。
【００７９】
　そして、本願発明の検査液の成分濃度測定装置１´は、湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１
における検査液タンク２１と、探傷部２５との間の移送手段２４の中途部に設置される。
【００８０】
　この場合、成分濃度測定装置１´は、基本的に成分濃度測定装置１と同様であるが、図
１０に示すように、暗箱体２の穴部７に貫通させる長さを有する測定具３´とし、この測
定具３´の両端部をそれぞれ移送手段２４に接続する。このとき、測定具３´の両端部は
、移送手段２４に、図示しないボルトやネジなどの締結具で着脱自在に連結固定される。
【００８１】
　なお、成分濃度測定装置１´は、測定具３´を挿入する穴部７近傍に、上述したような
遮光手段を設けるとともに、成分濃度測定装置１で説明した暗箱体２内の撹拌手段の設置
は不要とされる。
【００８２】
　そして、この湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１で被検査体の探傷試験を行う際、検査液タ
ンク２１内に貯留される検査液を、移送手段２４内に循環手段２３で取り出し、探傷部２
５に圧送するが、この移送途中において移送手段２４内の検査液は、成分濃度測定装置１
´の測定具３´内を通過し、再び移送手段２４内から探傷部２５に到達する。
【００８３】
　この成分濃度測定装置１´内において、上述したように光源４から紫外線ＬＥＤランプ
１２の紫外線を測定具３´内の検査液に照射することで、測定具３´内を通過している検
査液の透過光を、紫外線検出器５の検出によりその紫外線吸光濃度から蛍光磁粉濃度を測
定するとともに、励起して発光した可視光を、蛍光輝度検出器６の検出によりその蛍光輝
度から分散剤濃度を測定することができる。
【００８４】
　このような構成にすることで、成分濃度測定装置１´が湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１
と一体に構成され、従来のように検査液をサンプリングして探傷試験装置とは別の場所で
成分濃度測定を行う必要がなく、検査液タンク２２から探傷部２５へ移送途中である検査
液の成分濃度を、散布装置２７での散布直前に探傷試験の一環としてオンラインで瞬時に
測定することができる。
【００８５】
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　また、成分濃度測定装置１´は、図１１に示すように、検査液タンク２２に別途設けた
ポンプなどの循環手段２３´を備える、検査液濃度の測定専用配管である移送手段２４´
の中途部に設置させた湿式蛍光磁粉探傷試験装置２１´にすることもできる。
【００８６】
　このような構成にすることで、検査液タンク２２から測定用配管などの移送手段２４´
を介して検査液タンク２２に戻される循環中の検査液の成分濃度を、探傷試験の一環とし
てオンラインで瞬時に測定することができる。そして、この場合、検査液の散布経路とは
別に、検査液の測定専用経路を設けたため、例えば散布経路に不都合などが生じて、散布
が停止しても、測定専用経路で常時検査液の濃度を測定することができる。
【００８７】
　以上詳述したように、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散
剤とを混合してなる検査液を接触させ、表面の傷部に蛍光磁粉を集合および付着させるこ
とによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法
および測定装置では、検査液を透明な測定具３に導入し、光源４の光を、測定具３の一側
方から検査液に照射して得られた透過光および励起して発光した可視光を用い、透過光を
検出する紫外線検出器５の検出値に基づいて、蛍光磁粉の濃度を測定するとともに、励起
して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器６の検出値に基づいて、分散剤の濃度を測
定するものである。
【産業上の利用可能性】
【００８８】
　本発明は、上述した被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤
とを混合してなる検査液を接触させ、表面の傷部に蛍光磁粉を集合および付着させること
によって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の濃度測定に適用するこ
とができる。
【符号の説明】
【００８９】
　１，１´　　成分濃度測定装置
　２　　暗箱体
　３，３´　　測定具
　４　　光源
　５　　紫外線検出器
　６　　蛍光輝度検出器
　７　　穴部
　８　　傾斜部
　１２　　紫外線ＬＥＤランプ
　１３　　コントローラ
　１４　　情報処理部
　２１　　湿式蛍光磁粉探傷試験装置
　２２　　検査液タンク
　２３，２３´　　循環手段
　２４，２４´　　移送手段
　ｃ　　正面中心位置
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月23日(2011.2.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合してなる検
査液を接触させ、前記表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合および付着させることによって、
前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検査液の成分濃度測定方法であっ
て、
　該成分濃度測定方法は、前記検査液を透明な測定具に導入し、光源の光を、前記測定具
の一側方から前記検査液に照射して得られた透過光および励起して発光した可視光を用い
、前記透過光を検出する検出器の検出値に基づいて、前記分散剤の濃度を測定するととも
に、
　前記励起して発光した可視光を検出する検出器の検出値に基づいて、前記蛍光磁粉の濃
度を測定することを特徴とする湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法
。
【請求項２】
　前記光源は、紫外線ＬＥＤランプであることを特徴とする、請求項１に記載の湿式蛍光
磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項３】
　前記透過光を検出する検出器は、紫外線検出器であるとともに、前記可視光を検出する
検出器は、蛍光輝度検出器であることを特徴とする、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷
試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項４】
　前記紫外線検出器は、前記測定具を挟んで前記光源の対向位置に設置することを特徴と
する、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項５】
　前記蛍光輝度検出器は、前記測定具の周囲であって、前記測定具の正面中心位置から、
前記光源による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内に設置したことを特徴と
する、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項６】
　被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合してなる検
査液を接触させ、前記金属表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合および付着させることによっ
て、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検査液の成分濃度測定装置で
あって、
　該成分濃度測定装置は、前記検査液を導入する測定具と、
　該測定具内の前記検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、
　前記紫外線照射により前記検査液から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、
　前記紫外線照射により前記検査液から得られた励起して発光した可視光を検出する蛍光
輝度検出器と、
　前記紫外線検出器および前記蛍光輝度検出器の各検出値に基づいて、それぞれ前記分散
剤の濃度および前記蛍光磁粉の濃度を算出する情報処理部と、
を備えることを特徴とする湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
【請求項７】
　前記測定具は、フッ素樹脂からなることを特徴とする、請求項６に記載の湿式蛍光磁粉
探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
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【請求項８】
　前記測定具は、暗箱体内に設置するとともに、前記紫外線ＬＥＤランプと、前記紫外線
検出器と、前記蛍光輝度検出器とは、前記暗箱体内に備えることを特徴とする、請求項６
に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
【請求項９】
　少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯留する検査液タンクと、
　該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、前記検査液タンク内に
還流させる移送手段と、
　該移送手段内の前記検査液を、被検査体の磁化した金属の表面に接触させて、前記表面
の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉探傷試験装置であって、
　前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求項６～８に記載の成分濃度測
定装置を備え、前記移送手段が、前記探傷部に前記検査液を圧送する試験用配管であって
、該試験用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続したことを特徴とする湿式
蛍光磁粉探傷試験装置。
【請求項１０】
　少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯留する検査液タンクと、
　該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、前記検査液タンク内に
還流させる移送手段と、
　該移送手段内の前記検査液を、被検査体の磁化した金属の表面に接触させて、前記表面
の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉探傷試験装置であって、
　前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求項６～８に記載の成分濃度測
定装置を備え、前記移送手段が、前記検査液タンク内に接続した測定用配管であって、該
測定用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続したことを特徴とする湿式蛍光
磁粉探傷試験装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　このため、請求項１に記載の発明は、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍
光磁粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、前記表面の傷部に前記蛍光磁粉を
集合および付着させることによって、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる
前記検査液の成分濃度測定方法であって、該成分濃度測定方法は、前記検査液を透明な測
定具に導入し、光源の光を、前記測定具の一側方から前記検査液に照射して得られた透過
光および励起して発光した可視光を用い、前記透過光を検出する検出器の検出値に基づい
て、前記分散剤の濃度を測定するとともに、前記励起して発光した可視光を検出する検出
器の検出値に基づいて、前記蛍光磁粉の濃度を測定することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、
分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、前記金属表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合お
よび付着させることによって、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検
査液の成分濃度測定装置であって、該成分濃度測定装置は、前記検査液を導入する測定具
と、該測定具内の前記検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、前記紫外
線照射により前記検査液から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、前記紫外線照射
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により前記検査液から得られた励起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器と、前
記紫外線検出器および前記蛍光輝度検出器の各検出値に基づいて、それぞれ前記分散剤の
濃度および前記蛍光磁粉の濃度を算出する情報処理部とを備えることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　請求項１に記載の発明によれば、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁
粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、表面の傷部に蛍光磁粉を集合および付
着させることによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度
測定方法であって、この成分濃度測定方法は、検査液を透明な測定具に導入し、光源の光
を、測定具の一側方から検査液に照射して得られた透過光および励起して発光した可視光
を用い、透過光を検出する検出器の検出値に基づいて、分散剤の濃度を測定するとともに
、励起して発光した可視光を検出する検出器の検出値に基づいて、蛍光磁粉の濃度を測定
するので、従来では測定できなかった検査液中における分散剤の濃度を容易に測定するこ
とができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　請求項６に記載の発明によれば、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁
粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、金属表面の傷部に蛍光磁粉を集合およ
び付着させることによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分
濃度測定装置であって、この成分濃度測定装置は、検査液を導入する測定具と、この測定
具内の検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、紫外線照射により検査液
から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、紫外線照射により検査液から得られた励
起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器と、紫外線検出器および蛍光輝度検出器
の各検出値に基づいて、それぞれ分散剤の濃度および蛍光磁粉の濃度を算出する情報処理
部とを備えるので、従来では測定できなかった検査液中における分散剤の濃度を、成分濃
度測定装置によって容易に測定できる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６６】
　以上のような構成により、検査液を透明な測定具３に導入し、光源４である紫外線ＬＥ
Ｄランプ１２の光を、測定具３の一側方から検査液に照射して得られた透過光および励起
して発光した可視光を用い、透過光を検出する紫外線検出器５の検出値に基づいて、分散
剤の濃度を測定するとともに、可視光を検出する蛍光輝度検出器６の検出値に基づいて、
蛍光磁粉の濃度を測定するので、従来では測定できなかった検査液中における分散剤の濃
度を、光学的方法を用いた簡単な構成で同時に測定でき、かつそれら濃度を瞬時かつ高精
度に測定容易に測定することができる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　また、透過光を検出する検出器は、紫外線検出器５であるとともに、可視光を検出する
検出器は、蛍光輝度検出器６であるので、紫外線検出器５による透過度（吸光度）と分散
剤濃度との相関関係および蛍光輝度検出器６による蛍光輝度と蛍光磁粉濃度との相関関係
に基づいて、検査液中における分散剤および蛍光磁粉の各濃度を正確かつ簡単に測定する
ことができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　この成分濃度測定装置１´内において、上述したように光源４から紫外線ＬＥＤランプ
１２の紫外線を測定具３´内の検査液に照射することで、測定具３´内を通過している検
査液の透過光を、紫外線検出器５の検出によりその紫外線吸光濃度から分散剤濃度を測定
するとともに、励起して発光した可視光を、蛍光輝度検出器６の検出によりその蛍光輝度
から蛍光磁粉濃度を測定することができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８７】
　以上詳述したように、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散
剤とを混合してなる検査液を接触させ、表面の傷部に蛍光磁粉を集合および付着させるこ
とによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法
および測定装置では、検査液を透明な測定具３に導入し、光源４の光を、測定具３の一側
方から検査液に照射して得られた透過光および励起して発光した可視光を用い、透過光を
検出する紫外線検出器５の検出値に基づいて、分散剤の濃度を測定するとともに、励起し
て発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器６の検出値に基づいて、蛍光磁粉の濃度を測
定するものである。
【手続補正書】
【提出日】平成23年7月15日(2011.7.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合してなる検
査液を接触させ、前記表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合および付着させることによって、
前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検査液の成分濃度測定方法であっ
て、該成分濃度測定方法は、前記検査液を透明かつ攪拌手段を有する測定具に導入し、紫
外線ＬＥＤランプからなる光源の光を、前記測定具の一側方から前記検査液に照射して得
られた透過光および励起して発光した可視光を用い、前記透過光を検出する紫外線検出器
の検出値に基づいて、前記分散剤の濃度を測定すると同時に、前記励起して発光した可視
光を検出する蛍光輝度検出器の検出値に基づいて、前記蛍光磁粉の濃度を測定することを
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特徴とする湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項２】
　前記紫外線検出器は、前記測定具を挟んで前記光源の対向位置に設置することを特徴と
する、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項３】
　前記蛍光輝度検出器は、前記測定具の周囲であって、前記測定具の正面中心位置から、
前記光源による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内に設置したことを特徴と
する、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定方法。
【請求項４】
　被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、分散剤とを混合してなる検
査液を接触させ、前記金属表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合および付着させることによっ
て、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検査液の成分濃度測定装置で
あって、該成分濃度測定装置は、前記検査液を導入する測定具と、該測定具内の前記検査
液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、前記紫外線照射により前記検査液か
ら得られた透過光を検出する紫外線検出器と、前記紫外線照射により前記検査液から得ら
れた励起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器と、前記紫外線検出器および前記
蛍光輝度検出器の各検出値に基づいて、それぞれ前記分散剤の濃度および前記蛍光磁粉の
濃度を算出する情報処理部とを備えることを特徴とする湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検
査液の成分濃度測定装置。
【請求項５】
　前記測定具は、フッ素樹脂からなることを特徴とする、請求項４に記載の湿式蛍光磁粉
探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
【請求項６】
　前記測定具は、暗箱体内に設置するとともに、前記紫外線ＬＥＤランプと、前記紫外線
検出器と、前記蛍光輝度検出器とは、前記暗箱体内に備えることを特徴とする、請求項４
に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度測定装置。
【請求項７】
　少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯留する検査液タンクと、該
検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、前記検査液タンク内に還流
させる移送手段と、該移送手段内の前記検査液を、被検査体の磁化した金属の表面に接触
させて、前記表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉探傷試験装置であっ
て、前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求項４～６に記載の成分濃度
測定装置を備え、前記移送手段が、前記探傷部に前記検査液を圧送する試験用配管であっ
て、該試験用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続したことを特徴とする湿
式蛍光磁粉探傷試験装置。
【請求項８】
　少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯留する検査液タンクと、該
検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、前記検査液タンク内に還流
させる移送手段と、該移送手段内の前記検査液を、被検査体の磁化した金属の表面に接触
させて、前記表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉探傷試験装置であっ
て、前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求項４～６に記載の成分濃度
測定装置を備え、前記移送手段が、前記検査液タンク内に接続した測定用配管であって、
該測定用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続したことを特徴とする湿式蛍
光磁粉探傷試験装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
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　このため、請求項１に記載の発明は、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍
光磁粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、前記表面の傷部に前記蛍光磁粉を
集合および付着させることによって、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる
前記検査液の成分濃度測定方法であって、該成分濃度測定方法は、前記検査液を透明かつ
攪拌手段を有する測定具に導入し、紫外線ＬＥＤランプからなる光源の光を、前記測定具
の一側方から前記検査液に照射して得られた透過光および励起して発光した可視光を用い
、前記透過光を検出する紫外線検出器の検出値に基づいて、前記分散剤の濃度を測定する
と同時に、前記励起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器の検出値に基づいて、
前記蛍光磁粉の濃度を測定することを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定方法において、前記紫外線検出器は、前記測定具を挟んで前記光源の対向位置
に設置することを特徴とする。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定方法において、前記蛍光輝度検出器は、前記測定具の周囲であって、前記測定
具の正面中心位置から、前記光源による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内
に設置したことを特徴とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁粉と、
分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、前記金属表面の傷部に前記蛍光磁粉を集合お
よび付着させることによって、前記傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる前記検
査液の成分濃度測定装置であって、該成分濃度測定装置は、前記検査液を導入する測定具
と、該測定具内の前記検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、前記紫外
線照射により前記検査液から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、前記紫外線照射
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により前記検査液から得られた励起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器と、前
記紫外線検出器および前記蛍光輝度検出器の各検出値に基づいて、それぞれ前記分散剤の
濃度および前記蛍光磁粉の濃度を算出する情報処理部とを備えることを特徴とする。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定装置において、前記測定具は、フッ素樹脂からなることを特徴とする。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　請求項６に記載の発明は、請求項４に記載の湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成
分濃度測定装置において、前記測定具は、暗箱体内に設置するとともに、前記紫外線ＬＥ
Ｄランプと、前記紫外線検出器と、前記蛍光輝度検出器とは、前記暗箱体内に備えること
を特徴とする。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　請求項７に記載の発明は、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯
留する検査液タンクと、該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、
前記検査液タンク内に還流させる移送手段と、該移送手段内の前記検査液を、被検査体の
磁化した金属の表面に接触させて、前記表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍
光磁粉探傷試験装置であって、前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求
項４～６に記載の成分濃度測定装置を備え、前記移送手段が、前記探傷部に前記検査液を
圧送する試験用配管であって、該試験用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接
続したことを特徴とする。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　請求項８に記載の発明は、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査液を貯
留する検査液タンクと、該検査液タンク内の前記検査液を循環手段で取り出すとともに、
前記検査液タンク内に還流させる移送手段と、該移送手段内の前記検査液を、被検査体の
磁化した金属の表面に接触させて、前記表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍
光磁粉探傷試験装置であって、前記移送手段は、前記検査液の成分濃度を測定する、請求
項４～６に記載の成分濃度測定装置を備え、前記移送手段が、前記検査液タンク内に接続
した測定用配管であって、該測定用配管に、前記成分濃度測定装置の前記測定具を接続し
たことを特徴とする。
【手続補正１２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　また、光源は、紫外線ＬＥＤランプであるので、検査液に吸光および励起発光させる光
源ランプの使用寿命が長くなり、コストダウンを図ることができる。従って、生産性を向
上させた、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法を提供することが
できる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２０】
　また、透過光を検出する検出器は、紫外線検出器であるとともに、可視光を検出する検
出器は、蛍光輝度検出器であるので、紫外線検出器による透過度（吸光度）と蛍光磁粉濃
度との相関関係および蛍光輝度検出器による蛍光輝度と分散剤濃度との相関関係に基づい
て、検査液中における蛍光磁粉および分散剤の濃度を正確かつ簡単に測定することができ
る。従って、測定精度および作業性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の
成分濃度の測定方法を提供することができる。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　請求項２に記載の発明によれば、紫外線検出器は、測定具を挟んで光源の対向位置に設
置するので、紫外線ＬＥＤランプから検査液に入射し、液中を略直進的に透過した紫外線
の透過光について、その検査液への吸光度を安定的に測定することができる。従って、簡
単な構成で測定精度を向上させた、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測
定方法を提供することができる。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２２】
　請求項３に記載の発明によれば、蛍光輝度検出器は、測定具の周囲であって、測定具の
正面中心位置から、光源による照射光の照射方向に対して、正負９０度の範囲内に設置し
たので、検査液の蛍光磁粉濃度に応じて蛍光輝度の値も上下することから、蛍光輝度検出
器を、蛍光磁粉濃度によらず、最も測定に適した位置もしくは、どの蛍光磁粉濃度におい
ても正確に蛍光輝度を測定可能とする位置に設置することができる。従って、測定精度を
向上させた、湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定方法を提供すること
ができる。
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００２３】
　請求項４に記載の発明によれば、被検査体の磁化した金属の表面に、少なくとも蛍光磁
粉と、分散剤とを混合してなる検査液を接触させ、金属表面の傷部に蛍光磁粉を集合およ
び付着させることによって、傷部を探傷する湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分
濃度測定装置であって、この成分濃度測定装置は、検査液を導入する測定具と、この測定
具内の検査液に紫外線を照射する光源の紫外線ＬＥＤランプと、紫外線照射により検査液
から得られた透過光を検出する紫外線検出器と、紫外線照射により検査液から得られた励
起して発光した可視光を検出する蛍光輝度検出器と、紫外線検出器および蛍光輝度検出器
の各検出値に基づいて、それぞれ分散剤の濃度および蛍光磁粉の濃度を算出する情報処理
部とを備えるので、従来では測定できなかった検査液中における分散剤の濃度を、成分濃
度測定装置によって容易に測定できる。
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　請求項５に記載の発明によれば、測定具は、フッ素樹脂からなるので、摩擦係数が小さ
い測定具内面への検査液中の蛍光磁粉の付着を減らし、測定具内の清掃作業などメンテナ
ンス頻度を低下させるとともに、長期間安定した計測を行うことができる。従って、測定
精度および作業性を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定装
置を提供することができる。
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２６】
　請求項６に記載の発明によれば、測定具は、暗箱体内に設置するとともに、紫外線ＬＥ
Ｄランプと、紫外線検出器と、蛍光輝度検出器とは、暗箱体内に備えるので、暗室内にお
いて検査液への紫外線の透過光および蛍光輝度を正確に測定することができる。従って、
測定精度を向上させた湿式蛍光磁粉探傷試験に用いる検査液の成分濃度の測定装置を提供
することができる。
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　請求項７に記載の発明によれば、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査
液を貯留する検査液タンクと、この検査液タンク内の検査液を循環手段で取り出すととも
に、検査液タンク内に還流させる移送手段と、この移送手段内の検査液を、被検査体の磁
化した金属の表面に接触させて、表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉
探傷試験装置であって、移送手段は、検査液の成分濃度を測定する、請求項４～６に記載
の成分濃度測定装置を備え、移送手段が、探傷部に検査液を圧送する試験用配管であって
、この試験用配管に、成分濃度測定装置の測定具を接続したので、成分濃度測定装置が湿
式蛍光磁粉探傷試験装置と一体に構成され、従来のように検査液をサンプリングして探傷
試験装置とは別の場所で成分濃度測定を行う必要がない。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２９】
　請求項８に記載の発明によれば、少なくとも蛍光磁粉および分散剤を混合してなる検査
液を貯留する検査液タンクと、この検査液タンク内の検査液を循環手段で取り出すととも
に、検査液タンク内に還流させる移送手段と、この移送手段内の検査液を、被検査体の磁
化した金属の表面に接触させて、表面の傷部の探傷を行う探傷部とを備える湿式蛍光磁粉
探傷試験装置であって、移送手段は、検査液の成分濃度を測定する、請求項４～６に記載
の成分濃度測定装置を備え、移送手段が、検査液タンク内に接続した測定用配管であって
、この測定用配管に、成分濃度測定装置の測定具を接続したので、成分濃度測定装置が湿
式蛍光磁粉探傷試験装置と一体に構成され、従来のように検査液をサンプリングして探傷
試験装置とは別の場所で成分濃度測定を行う必要がない。
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